
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のＡＬＣパネル（２）で構成されたベランダ、バルコニー、パラペット、廊下、階段
等のＡＬＣ壁（１）の上方小口面（１ａ）に手摺り（３）が設けられている手摺り付き立
上りＡＬＣ壁構造において、
ＡＬＣパネル（２）はその幅方向の中心部でかつそのパネル（２）の下部と中間部との２
カ所に埋設されたアンカー部（４）とそれと係合するパネル取付金具（５）とを介して建
物躯体（６）に取り付けられており、
前記ＡＬＣ壁（１）の上方小口面（１ａ）上の少なくとも各端部寄り（１ｂ）の位置に、
プレート（７ａ）とその裏面に垂直に固設された棒状体（７ｂ）とから成るＴ字型金具（
７）が、その棒状体（７ｂ）が上方小口面（１ａ）上に開けられた孔（８）に挿入されか
つその棒状体（７ｂ）の先端部が前記ＡＬＣパネル（２）内に埋設された補強鉄筋（９）
の埋設位置の内部まで挿入されることにより固定されており、
また該Ｔ字型金具（７）のプレート（７ａ）上に鋼板（１０）が溶接により前記上方小口
面（１ａ）上に敷設・固定されており、
さらにその鋼板（１０）上に手摺り（３）が固設されていることを特徴とする手摺り き
立上りＡＬＣ壁構造。
【請求項２】
前記Ｔ字型金具（７）の棒状体（７ｂ）の中央部から前記プレート（７ａ）までの間の所
定位置に突起部（７ｃ）が形成され、その突起部（７ｃ）が前記孔（８）の内周面に食込
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まれている請求項１記載の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造。
【請求項３】
前記孔（８）の入口（８ａ）には座繰部（１１）が設けられ、前記プレート（７ａ）はそ
の表面と前記上方小口面（１ａ）とがほぼ面一になるように位置され、かつその座繰部（
１１）の側壁と前記プレート（７ａ）の外周面との間に隙間（１２）が形成されている請
求項１または２記載の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造。
【請求項４】
前記ＡＬＣ壁（１）の上方小口面（１ａ）上の中間部の位置にも、前記Ｔ字型金具（７）
の前記棒状体（７ｂ）がその上方小口面（１ａ）上に開けられた孔（８）に挿入されかつ
その棒状体（７ｂ）の先端部が前記ＡＬＣパネル（２）内に埋設された補強鉄筋（９）の
埋設位置の内部まで挿入されることにより、前記Ｔ字型金具（７）が固定され、前記プレ
ート（７ａ）上に前記鋼板（１０）が溶接により敷設・固定されている請求項１、２また
は３記載の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造。
【請求項５】
前記ＡＬＣパネル（２）の側方小口面（２ａ）同士が突き合わされて形成している目地部
（１３）にも目地部埋込部材（１４）がモルタル（１６）によって埋設されており、その
目地部埋込部材（１４）の上端部に前記鋼板（１０）が固定されている請求項１、２，３
または４記載の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造。
【請求項６】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造に関し、詳しくはＡＬＣパネル（以下、単にパネ
ルという）で構成されたベランダ、廊下、階段、バルコニー、パラペット等の壁上に手摺
りを強固に取り付けられ得る手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、廊下、階段またはバルコニー、ベランダ、パラペット等の手摺りつき立上りＡＬＣ
壁構造としては、図５に示すような構造が知られている。すなわち、ＡＬＣパネルＰの下
部小口面９０を受けるＬ字型受けアングル９１と、パネルＰの上部を支持するＬ字型支持
アングル９２と、それらを連結するパネル側面のＬ字型アングル９３とでパネルＰが支持
される。また、パネルＰの上部寄りと下部寄りとに座堀り穴とボルト穴（図示せず）が加
工され、それらの穴に装着された座金とフックボルト９４とで固定されるとともに、その
フックボルト９４が下部のＬ字型受けアングル９１と上部のＬ字型支持アングル９２とに
溶接固定されて、パネルＰが固定される。
【０００３】
そして、パネルＰの上部を支持するＬ字型支持アングル９２の上面に溶接やボルト締め等
で手摺りＨの柱９５が固定されている。この構造は、ＡＬＣ壁の上端と下端の両端をＬ字
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ＡＬＣパネル（２）をその幅方向の中心部でかつそのパネル（２）の下部と中間部との２
カ所に埋設されたアンカー部（４）とそれと係合するパネル取付金具（５）とを介して建
物躯体（６）に取り付け、複数の該ＡＬＣパネル（２）でベランダ、バルコニー、パラペ
ット、廊下、階段等のＡＬＣ壁（１）を構成し、
前記ＡＬＣ壁（１）の上方小口面（１ａ）上に開けた孔（８）に、プレート（７ａ）とそ
の裏面に垂直に固設された棒状体（７ｂ）とから成るＴ字型金具（７）を、その棒状体（
７ｂ）において挿入しかつその棒状体（７ｂ）の先端部を前記ＡＬＣパネル（２）内に埋
設された補強鉄筋（９）の埋設位置の内部まで挿入することにより固定し、
前記Ｔ字型金具（７）のプレート（７ａ）上に鋼板（１０）を溶接することにより、該鋼
板（１０）を前記上方小口面（１ａ）上に敷設・固定し、
さらにその鋼板（１０）上に手摺り（３）を固設することを特徴とする手摺り付き立上り
ＡＬＣ壁構造の構築方法。



型の各アングルで支持し、しかも、上端のＬ字型支持アングルに直接手摺り柱を固定する
ので手摺りＨに加えられる力がパネルＰにかからない構造である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、以上のような従来の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造では、ＡＬＣ壁パネルの両側
面及び上部にＬ字型のアングルを設けなければならないばかりでなく、上側のＬ字型受け
アングルやフックボルト等が立上りＡＬＣ壁パネルの内側に突出しているため、外観上好
ましくない。この問題を解決するためには、パネルの裏面に成型ボード等を貼設してパネ
ルの両側面のＬ字型アングルを覆う必要があった。このため、パネル支持用の部材がさら
に多くなり、コストが高くなるとともに、取り付け作業に手数がかかるという問題点があ
った。一方、これらのＬ字型の各アングルを無くすと、手摺りの固定ができないか、困難
になるという問題が生ずる。
【０００５】
したがって、本発明の目的は、以上のようなＬ字型の各アングルを用いた従来の問題点を
無くすと同時に、ＡＬＣ壁上に手摺りが強固に取り付けられ得る手摺りつき立上りＡＬＣ
壁構造を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
以上のような課題を解決するために、本発明は次のような構成からなる。
複数のＡＬＣパネルで構成されたベランダ、バルコニー、パラペット、廊下、階段等のＡ
ＬＣ壁の上方小口面に手摺りが設けられている手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造において、
ＡＬＣパネルはその幅方向の中心部でかつそのパネルの下部と中間部との２カ所に埋設さ
れたアンカー部とそれと係合するパネル取付金具とを介して建物躯体に取り付けられてお
り、
前記ＡＬＣ壁の上方小口面上の少なくとも各端部寄りの位置に、プレートとその裏面に垂
直に固設された棒状体とから成るＴ字型金具が、その棒状体が上方小口面上に開けられた
孔に挿入されかつその棒状体の先端部が前記ＡＬＣパネル内に埋設された補強鉄筋の埋設
位置の内部まで挿入されることにより固定されており、
また該Ｔ字型金具のプレート上に鋼板が溶接により前記上方小口面上に敷設・固定されて
おり、さらにその鋼板上に手摺りが固設されている構造である。
【０００７】
以下本発明の作用効果について述べる。
本発明においては、パネルはその幅方向の中心部でかつ下部と中間部との２か所で躯体に
取り付ける構造と、Ｔ字型金具を介して鋼板がパネルの上方小口面上に敷設・固定されて
いる構造とが相俟って十分な取付け強度が得られる。また、ＡＬＣ壁パネルの両側面及び
上部にＬ字型受けアングルを設ける必要がなくなり、その結果パネルの両側面のＬ字型ア
ングルを覆うために、ＡＬＣ壁パネルの裏面に成型ボード等を貼設する必要もない。
【０００８】
したがって、より少ない支持部材で取り付けることができるためコストが低減し、かつそ
の取付け作業も軽減する。また、上部のＬ字型受けアングル等の鋼材が立上りＡＬＣ壁パ
ネルの内側に突出することもないため、外観を損なうこともない。
【０００９】
本発明の基本構造によれば、以上のような種々の作用効果が得られるが、一方、上部のＬ
字型アングル等の鋼材が存在していないため、ＡＬＣ壁の上方小口面上に手摺りを取り付
けることが困難になる。そこで、本発明ではパネルの上方小口面に鋼板をプレートとその
裏面に固設された棒状体とから成るＴ字型金具を介して敷設・固定した。
【００１０】
しかし、ＡＬＣパネルは他のコンクリート素材に比較して強度が小さく、特に端部が欠け
易いという問題がある。そのため、ＡＬＣ壁の上方小口面上の各端部には鋼板は固定しに
くく、その各端部の鋼板は小口面から浮き上がり易いという問題が生ずる。そこで、本発
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明では各端部寄りの鋼板を確実に固定するために、上方小口面上に孔を開けて棒状体を挿
入し、しかもその先端部がパネル内に埋設された補強鉄筋の埋設位置の内部まで挿入され
ている構成とした。すなわち、この領域内のＡＬＣパネルは強度が大きいため、Ｔ字型金
具がより強固に固定されるようになるのである。
以上のような構成により、手摺りはＡＬＣ壁の上方小口面上に強固に取り付けられるよう
になるとともに、手摺りは上方小口面上に設けられるので、手摺りにかかる荷重はＡＬＣ
壁全体で支えることができ、パネルに無理な荷重がかからない。
【００１１】
また、本発明において、Ｔ字型金具の棒状体の中央部から前記プレートまでの間の所定位
置に突起部が形成され、その突起部が前記孔の内周面に食込まれていることがより好まし
い。すなわち、このようにすることにより、孔内部に挿入した棒状体のガタつきを防止す
ることができるとともに、突起部が孔の内周面に食い込まれているので孔の内面で強固に
支えられ、その結果、そのＴ字型金具に鋼板が緩むことなく強固に固定される。突起部が
棒状体の中央部よりも下方に設けられていると、Ｔ字型金具がガタつき、孔の入口が徐々
に破壊され、また亀裂が生じてＡＬＣパネルの端部が欠け易くなり、最後に端部寄りのＴ
字型金具が抜け易くなる。
【００１２】
さらに、孔の入口には座繰部が設けられ、Ｔ字型金具のプレートはその表面と上方小口面
とがほぼ面一になるように位置され、かつその座繰部の側壁とプレートの外周面との間に
隙間が形成されていることが望ましい。すなわち、隙間の存在により、地震や大きな荷重
によってプレートが変位してもその外周面が座繰部の側壁を強く押圧することがないため
、座繰部の側壁を破壊することがなくなる。ＡＬＣ壁は端部が欠け易いため、端部寄りに
設けたＴ字型金具のプレートがわずかに変位しても側壁を破壊し、また大きく変位した場
合はその周囲に亀裂が生じ易くなるのである。従って、このような隙間はＡＬＣ壁の端部
寄りにＴ字型金具を固定する際より好ましい構成となるのである。
【００１３】
さらにまた、前記ＡＬＣ壁の上方小口面上の中間部の位置にも、前記Ｔ字型金具の前記棒
状体がその上方小口面上に開けられた孔に挿入されかつその棒状体の先端部が前記ＡＬＣ
パネル内に埋設された補強鉄筋の埋設位置の内部まで挿入されることにより、前記Ｔ字型
金具が固定され、前記プレート上に前記鋼板が溶接により敷設・固定されていることが望
ましい。このように、ＡＬＣ壁の長さに応じてＡＬＣ壁の上方小口面上の中間部の位置に
も所定数設けて、鋼板の固定位置数を増加させることにより、固定強度を向上させること
ができる。またその際、パネルの側方小口面同士が互いに突き合わされて形成している目
地部にもモルタルによって目地部埋込部材が埋設され、その上端部に鋼板が固定される構
成であってもよい。この場合は、目地部埋込部材の使用部分については、パネルに孔等を
開ける必要がないので、その作業を省くことができる。一方、前記のＴ字型金具による固
定は目地部にモルタルを使用する必要がないため、乾式工法に好適である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図１および図２に基づいて説明する。
図１に示すように、複数のパネル２が側方小口面２ａ同士互いに突き合わされて立上りＡ
ＬＣ壁１を形成している。それらに使用するパネル２は、その高さが５００～２０００ｍ
ｍ、横幅が３００～６００ｍｍ、厚みが８０～１５０ｍｍ程度のものが好適であり、通常
はパネル２を縦長にして使用する。
【００１５】
各パネル２は、そのパネル２の下部寄りと縦方向の中間部との２か所でかつパネルの横幅
方向の中心部位置に埋設されたアンカー部４とそれらと係合するパネル取付金具５および
ボルトを介して、梁６ａ，Ｌ字形アングル６ｂなどから構成される建物躯体６に取り付け
られている。
【００１６】
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パネル中間部のアンカー部４の位置はパネル下部のアンカー部４から３００ｍｍ以上離れ
ている。なお、その位置から、躯体６に直接には連結されず自由端となっている上方小口
面１ａまでの、距離は最大でも１５００ｍｍ以下であることが望ましい。また、このよう
にして立上りＡＬＣ壁１が取り付けられた建物躯体６の梁６ａの上面には床用のパネル等
（図示なし）が敷き込まれている。
また、パネル２内に埋設されるアンカー部４はパネル２の横幅の３／５の長さを有する長
尺のＬ形鋼４ａとその中心部に固着された一個のアンカーナット４ｂとから成っている。
なお、アンカー部４の長さは耐力上からパネル２の横幅の１／３以上であることが望まし
い。
【００１７】
パネル取付金具５は、次のような構成を有しておりＬ字形アングル６ｂの起立片部６ｂａ
に固着されている。
すなわち、ボルト挿通部が設けられた取付板５ａと、その上部が延長して形成されている
突出片５ｂと、この取付板５ａの両側縁が折り曲げられて形成されたリブ片５ｃと、その
リブ片５ｃがさらに下方に垂下して形成されている垂下リブ片５ｄとから構成されている
。さらに取付板５ａの厚みはＬ字形アングル６ｂの厚みとほぼ等しく、リブ片５ｃは取付
板５ａの両側縁を折り曲げて形成されたものであり、そのリブ片５ｃから垂下リブ片５ｄ
が下方に垂下して形成されているので、パネル取付板５ａの表面よりもその板の厚み分だ
け段差を有している。したがって、Ｌ字形アングル６ｂの起立片部６ｂａに、その段差を
係合させてその部分を溶接固定すれば、取付板５ａの表面と起立片部６ｂａとがほぼ同一
面となり、それにパネルを当てた際に段差が生じたり間があいたりしなくなる。
【００１８】
また、このパネル取付金具５は、その突出片５ｂによってパネル２を押す面を広くとれ、
かつ突出片５ｂは両側縁にリブ片５ｃが設けられておらず板状体となっているため、微妙
に撓みながらパネル２を押すので、パネル取付板５ａがパネル内にめり込まずにパネル２
を支えることができる。結果として、パネルの押圧力に対する耐力を向上させることがで
きる。
【００１９】
次に、以上のようにして形成されている立上りＡＬＣ壁１の上方小口面１ａに手摺り３を
設けるためのＴ字型金具７の取付けおよび鋼板１０の敷設・固定構造について説明する。
先ず、Ｔ字型金具７の取付け構造は次の通りである。
立上りＡＬＣ壁１の上方小口面１ａ上の各端部寄り１ｂの位置とその他の中間部の位置に
は孔８が開けられており、図２に示すように、円形のプレート７ａとその裏面に垂直に固
設された棒状体７ｂとから成るＴ字型金具７が、孔８にその棒状体７ｂが挿入されること
により固定されている。また、その棒状体７ｂはその先端部がパネル２内に埋設された補
強鉄筋９の埋設位置の内部まで、すなわち、パネル２内に埋設された補強鉄筋９に囲まれ
た領域まで挿入されている。
【００２０】
なお、本発明ではＴ字型金具７の棒状体７ｂは、図１および２に示すように中央部からプ
レート７ａまでの間の所定位置に突起部７ｃが形成されていることが好ましい。すなわち
、その突起部７ｃが孔８の内周面に食込まれるとともに中央部からプレート７ａまでの間
に設けられていることにより、孔８内部に挿入した棒状体７ｂのガタつきをプレート７ａ
に近い位置で押さえることができ、Ｔ字型金具７がパネル２にさらに強固に把持されるよ
うになる。
棒状体７ｂの突起部７ｃが中央よりも下側、すなわち先端側に位置していると、その先端
側の突起部７ｃからプレート７ａまでの間でガタ付きが生じ、しっかりと固定することが
できない。また、Ｔ字型金具７全体が孔８の入口８ａ付近でガタ付くようになり、その結
果入口８ａ付近のパネルが徐々に破壊されてくる。
【００２１】
なお、突起部７ｃの高さは１～５ｍｍ、長さは２～６ｍｍ程度のものが２個から数個突設
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されているものとすることが固定を確実にできるという面で望ましいが、孔８の入口８ａ
付近を破壊しないように、棒状体７ｂのプレート７ａから５ｍｍ以上離れた部分に設ける
ことがより好ましく。また複数個直列に突設されているもの、さらには中央位置からプレ
ート７ａの近房まで連続した突起部７ｃが突設されているものでも構わない。
この突起部７ｃは棒状体７ｂの側面をプレス等でつまみ出すことにより容易に形成するこ
とができる。またＴ字型金具７をさらに確実に固定するために孔８には低粘度のウレタン
系またはエポキシ系等の合成樹脂系接着材を注入して固化させてもよい。
【００２２】
また、立上り壁用に用いるＡＬＣパネルＰには、図１に示すように鉄筋を格子状に溶接し
てマット状にしたものを折り曲げてＣ形にしたもの、あるいは、鉄筋を格子状に溶接して
マット状にしたものを２枚、一対にして連結したもの等が補強鉄筋９として内部に存在す
る。本発明では上述のごとく、このようにパネル２内に埋設された補強鉄筋９に囲まれた
領域まで、棒状体７ｂの先端部が挿入されている必要がある。
【００２３】
その理由は、パネル２内に埋設された補強鉄筋９に囲まれた領域は、補強鉄筋９に囲まれ
ていない領域と比較して強度が大幅に向上するため、棒状体７ｂの長さを少なくともその
領域に届く長さとすることにより、Ｔ字型金具７がパネル２にさらに強固に把持されるよ
うになる。それによって、パネル２の角が非常に欠けやすいというＡＬＣパネルの弱点を
補い、ＡＬＣ壁１の端部寄りにＴ字型金具７を固定可能となるのである。
【００２４】
しかし、棒状体７ｂの長さは、重さや取付け作業性、効果の限界などの面で最大３００ｍ
ｍ以下とすることが好ましい。また、棒状体７ｂは管状体も適用可能であるが、強度面お
よび固定作業性から直径５～２０ｍｍの鋼材製の棒体が望ましい。
プレート７ａは取付け作業性の面から直径３０～７０ｍｍの円盤状であることが望ましい
が四角形など他の形状でも構わない。
【００２５】
また、Ｔ字型金具７を挿入する孔８の入口８ａには、図２に示すように、プレート７ａを
嵌合させる座繰部１１が形成され、その深さがプレート７ａの表面と上方小口面１ａとが
ほぼ面一になる、すなわち同一平面上に存在するように形成されている。それによりＴ字
型金具７のプレート７ａが上方小口面１ａ上に露出しないので意匠性が高まるほかにＴ字
型金具７を固定する際、鋼板１０と上方小口面１ａとの間が開かないため、その間に水が
たまったりすることがない。
【００２６】
その座繰部１１の側壁とプレート７ａの外周面との間に２～５ｍｍ程度の隙間１２が形成
されていることが望ましい。すなわち、地震時や大きな荷重がプレート７ａにかかった際
、プレート７ａの位置がズレてもその外周面が座繰部１１の側壁を押圧する力が小さく、
座繰部１１の側壁を破壊することが少なくなる。このような隙間１２がまったくないと、
プレート７ａがわずかに変位しても側壁を破壊し、また大きく変位した場合はその周囲に
亀裂が生じ易くなるのである。従って、このような隙間１２の構成は、ＡＬＣ壁１の端部
が欠けやすいという欠点の解消にさらに貢献するため、ＡＬＣ壁１の上方小口面１ａの端
部寄り１ｂにＴ字型金具７を固定する際より好ましい構成となるのである。
【００２７】
次に、以上のようにして固定されたＴ字型金具７のプレート７ａ上に鋼板１０が敷設され
溶接により固定される。溶接固定方法は、例えば図２に示すように、予め鋼板１０のＴ字
型金具７のプレート７ａを溶接する部分に穴１０ａを開けておき、この穴１０ａの内周と
Ｔ字型金具７のプレート７ａを溶接することにより固定する。なお、鋼板１０の幅、厚み
は上方小口面１ａの幅や手摺り３の大きさに応じて適宜選ぶ。
【００２８】
さらに、前記鋼板１０上には手摺り柱３ａが固設され、それに横棒が設けられて手摺り３
が形成されている。鋼板１０上に手摺り柱３ａを固設する手段は、主として溶接によるが
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ボルトなど他の手段でも良い。
【００２９】
このように本発明においてＴ字型金具７は、上記実施形態の図１のような同一高さのＡＬ
Ｃ壁１の上方小口面１ａ上の端部寄りの位置の他に、図３のような段差を有する壁のうち
の、同一高さに連続したＡＬＣ壁１部分の上方小口面１ａ上の端部寄りの位置や、ＡＬＣ
壁１が直交して形成されるコーナー部の上方小口面１ａ上の端部寄りの位置にも適用され
得る。
【００３０】
なお、本発明においてはＴ字型金具７は、以上のようにＡＬＣ壁１の上方小口面１ａ上の
少なくとも各端部寄り１ｂの位置に固定されている必要があるが、さらに図１のように上
方小口面１ａ上の中間部の位置にも同様の構造で固定されていることが取付強度を保証す
る上で好ましい。また、中間部の位置のＴ字型金具７に代えて後述の図４に示すような目
地部埋込部材１４を目地部１３内に埋設しても良く、さらには本発明の構造をより強固な
ものにするためにそれらを併用しても良い。
【００３１】
次に、ＡＬＣ壁１の中間部の位置にＴ字型金具７に代えて目地部埋込部材１４を適用する
実施形態について説明する。
図３および図４に示すように、一般に側方小口面２ａ同士が互いに突き合わされて成る目
地部１３は、パネル２を連結するために空洞１５が形成されてそこにモルタル１６が充填
されている。目地部埋込部材１４はその空洞１５に埋設されてモルタル１６によって固定
されている。その目地部埋込部材１４の上端部は鋼板１０の透孔１０ｂを貫通して突き出
ており、また、その上端部にはねじが刻まれてボルト１７が形成されており、そのボルト
１７にナット１８が螺合されて鋼板１０が固定されている。
【００３２】
鋼板１０の固定方法は、通常、次のような方法による。まず、両端の２か所に穴１０ａや
透孔１０ｂを開けた鋼板を用意し、穴１０ａ部分は、Ｔ字型金具７のプレート７ａ上に敷
設し溶接により固定する。また透孔１０ｂ部分は、ボルト１７とナット１８により目地部
１３に固定する。そしてこのように固定された複数の鋼板の間を、その間にあう長さの鋼
板を溶接することにより連結して一体化し、上方小口面１ａの全長に渡って設置された鋼
板とする。
【００３３】
以上のような構造によれば、目地部埋込部材１４をモルタル１６で目地部１３に埋設し固
化後に、その上端部のボルト１７にナット１８を螺合するのみで鋼板１０を敷設・固定で
きるため、取付け作業も容易になる。また、モルタル１６は固化後はパネル２の数倍の強
度に固まるので、目地部埋込部材１４は鋼板１０のより強固なアンカーとなる。なお、目
地部埋込部材１４は通常は目地鉄筋が適用されるが、円筒体のものでも良い。
また、本発明の構造は、ベランダ、バルコニー、廊下、階段の腰壁やパラペット等の、立
上りＡＬＣ壁において、手摺りを取り付ける際のＡＬＣ壁に適用される。
【００３４】
【発明の効果】
本発明の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造によれば、ベランダ壁等において次のような種々
の効果を奏する。
▲１▼ＡＬＣ壁のパネルの両側面及び上部にＬ字型アングルを設ける必要がない。
▲２▼材料の節減と取付け作業の軽減によりコストの低減が可能となる。
▲３▼Ｌ字型アングルを覆う成型ボード等を貼設する必要がなく外観を損なうことがない
。
▲４▼Ｔ字型金具の構造およびその棒状体の挿入構造により、手摺り取付け用鋼板が上方
小口面上に強固に敷設・固定され、手摺りが強固に取り付けられる。
▲５▼ＡＬＣ壁の各端部寄りの手摺り取付け用鋼板が上方小口面から浮き上がることなく
確実に固定され、その結果、手摺りがより強固に取り付けられる。
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▲６▼ＡＬＣ壁の各端部寄りにＴ字型金具を固定する際、その各端部が欠けることを防止
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造を示す斜視図。
【図２】本発明の構造に使用するＴ字型金具の固定状態を示す斜視図。
【図３】本発明の構造を段差部を有する壁に適用した構造を示す斜視図。
【図４】図３に適用する目地部埋込部材の固定状態を示す斜視図。
【図５】従来の手摺り付き立上りＡＬＣ壁構造を示す斜視図。
【符号の説明】
１　　　　ＡＬＣ壁
１ａ　　上方小口面
１ｂ　　端部寄り
２　　　　パネル
２ａ　　側方小口面
３　　　　手摺り
３ａ　　手摺り柱
４　　　　アンカー部
４ａ　　Ｌ型鋼
４ｂ　　アンカーナット
５　　　　パネル取付金具
５ａ　　取付板
５ｂ　　突出片
５ｃ　　リブ片
５ｄ　　垂下リブ片
６　　　　建物躯体
６ａ　　梁
６ｂ　　Ｌ字型アングル
６ｂａ　起立片
７　　　　Ｔ字型金具
７ａ　　プレート
７ｂ　　棒状体
７ｃ　　突起部
８　　　　孔
８ａ　　入口
９　　　　補強鉄筋
１０　　　鋼板
１０ａ　穴
１０ｂ　透孔
１１　　　座繰部
１２　　　隙間
１３　　　目地部
１４　　　目地部埋込部材
１５　　　空洞
１６　　　モルタル
１７　　　ボルト
１８　　　ナット
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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